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ハードウェア無償保証期間における保守サービス条件書 
 

 

本ハードウェア無償保証条件書（以下「本条件書」といいます。）は、お客様に対して日立ヴァンタラ株式会社（以下「当社」といいま

す。）が、ハードウェア装置（以下「装置」といいます。）に付帯して無償で利用される各種サービス（以下「本サービス」といいます。）の

内容、提供方法について記述したものです。無償保証期間中に提供される本サービスに係るサービス料は、対象となる装置の売買

代金に含まれます。なお、当該サービス料は、本サービスにより得られる成果に対して支払われるものではありません。 

また、本サービスは、２項「本サービスの利用の前提条件」を満たすことを条件に、本条件書の内容に従い提供され、本サービス

の申し込みをもってお客様は本条件書の内容を承諾したものとします。 

 

１．本サービスの体制 

本サービスは、オンサイト保守サービス（以下「保守サービス」といいます。）から構成され、保守サービスは、当社の関連会社

である株式会社日立システムズ（以下「日立システムズ」といいます。）、又は、当社もしくは日立システムズが認める会社（以下日

立システムズと併せて「サービス会社」といいます。）が全国各地に設置したサービス拠点からサービス員を派遣して提供します。

また、装置が円滑に稼働するようサービスに万全を期すため、営業、サービス拠点、事業所が一体となった密接なサポート体制を

取っています。 

 

 

２．本サービスの利用の前提条件 

本サービス提供の前提条件は、以下のとおりです。 

(１) 本サービスの対象となる装置は、日本国内に設置されているものとします。 

(２) 装置並びにこれらに付随するソフトウェア（ファームウェア含む）は、当社が特定する最新の装置構成、リビジョン及びバー

ジョンに保たれ正常な動作状態にあるものとします。 

(３) 当社は、装置の操作性、保守性、もしくは信頼性を改善する目的又は装置を法定規格に適合させる等の目的で、装置を無

償で改良でき、改良済みの装置については引き続き本サービスの対象となります。 

(４) 本サービス対象外製品のために、本サービスの実施に支障をきたすと当社が判断した場合、お客様は当該対象外製品を

一時的にシステムから取り除き、当社が本サービスを実施できるようにします。当該対象外製品に起因して当社の作業が

増加した場合、当社は当該作業にかかる料金を別途請求することができます。 

(５) 次の事項に該当する場合、本サービスの対象外とします。 

・お客様の据付場所の不備、又は当社が承認していない場所もしくは環境による障害又は故障。 

・お客様が装置のマニュアル等に従わなかったことによる障害又は故障。 

・お客様の装置の不適当又は不完全なメンテナンスによる障害又は故障。 

・当社が提供していないソフトウェア、インターフェース、消耗品又はその他の製品による障害又は故障。 

・当社が行っていない又は承認していない装置の改造による障害又は故障。 

・当社以外から感染したウィルス、ワーム又は同種の有害なコードによる障害又は故障。 

・お客様が本サービスのために必須な前提条件を満たしていないと当社が相当の事由をもって判断する場合。 

・お買い上げ後の輸送および移動時の落下、衝撃等お客様のお取扱いが適正でないために生じた故障または損傷の場合。 

・火災、地震、落雷、その他天災地変、公害、塩害、もしくは異常電圧による故障または損傷の場合。 

・装置に接続した他社製品および不適切な消耗品や記録媒体に起因して装置に故障または損傷が生じた場合。 

・当社がサービスを提供していないハードウェアおよびソフトウェアが原因で必要となった場合。 

・事故、誤操作、電力事情、空調設備、自然災害、またはメディアの不良が原因で必要となった場合。 

・当社所定の交換単位以下の部材単位での障害原因の特定および調査。 

(６) 本サービスの対象とならないハードウェア、ソフトウェア又はネットワークの問題に関するサービスについては、対象外とな

ります。対象外となるサービスについて別途当社が提供を受託する場合当社所定の料金を別途請求することができます。 

(７) 本サービスの仕様又はマニュアル等に於いて、最大許容量や使用量等が規定されている装置につき当該許容量を超えて

使用されている装置は、本サービスの対象とはならず当社所定の料金による別サービスとなります。 

(８) 本サービスは、地域、交通事情、天候等によっては提供されない場合があります。お客様の施設が離島・遠隔地にある場

合、当社は出張にかかる料金を別途請求することができます。 

(９) 本条件書又は装置のサービス仕様に別途の定めがない限り、本サービスには、補給品又はその他の消耗品の納入、返

却、交換及び設置は含みません。 

(１０) 当社は、他社製品のメーカー又はライセンサーが装置へのサービスもしくは部品の提供を中断、中止又は終了した場合、

お客様への本サービスの一部もしくは全部の提供を中断、中止又は終了することができます。 
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(１１) 障害部品交換作業に際して装置が屋内高所に設置されている場合、装置の取り外し取り付け作業をお客様にお願いする

場合があります 

(１２) お客様は、通信回線を通じて本サービスの提供を受ける場合、当社が別途定める当該サービスに必要な通信回線及び機

器を事前に準備し、システムの環境設定を行うこととします。なお、これに要する費用はお客様の負担とします。また本

サービスに必要となる通信回線に係る料金は、お客様の負担とします。 

また、お客様が次の事項を実施した場合に限り、当社はお客様に、通信回線を通じた本サービスの提供を開始す

るものとします。なお、これに要する費用はお客様の負担とします。 

・担当者１名（以下「お客様の担当者」といいます。）を定めること。 

・当社所定の方法により、お客様の担当者の氏名等必要事項を当社に通知すること。また、その内容に変更が生

じた場合は、直ちに変更内容を当社に通知し、当社の同意を得ること。 

・当社に本サービスの提供を依頼する場合、お客様の担当者にこれを行わせること。 

 

 
３．本サービスの概要 

 

３．１ 装置の製品保証と保守サービス 

     お客様が装置を購入された際の売買契約書又は保証規定の定めに従い、提供される本サービスの内容は、以下表３．１

に定める通りです。お手元の売買契約書又は保証規定にてご確認ください。本サービスの提供期間については、購入さ

れた装置に添付される無償保証及び保守期間一覧をご確認ください。 

     なお、本サービスの期間は、装置の出荷日から起算した年数となります。装置の出荷日は、お手元の納品書にてご確認く

ださい。 

表３．１ 装置の製品保証と保守サービス 
項番 種別 期間 内容 

１ 製品保証 3年無償保証期間による 
無償保証期間内の保証とし、装置の修理については本サービスとして本条件書に定める範囲

で実施します。 

２ 

本 サ ー ビ ス

（「保守サービ

ス」ともいいま

す。） 

製品出荷日後３年間 お客様からの修理依頼を受け、ハードウェアを修復する期間 

 

３．２ 保守サービスの提供時間 

表３．２ 保守サービスの提供時間 

項番 保守サービス期間(＊１) 保守サービス提供時間 保守サービス内容 

１ 当日(８－１９時)保守モデル(３年) 

休日(＊２)：× - - - 当日オンサイト保守(＊４) 

受付時間：24時間 365日 

 営業日(＊３)：○ 
午前８時～ 

午後７時 
＊１：製品出荷日が保守サービス開始日となります。 

＊２：土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日、年末年始の休日(１２月２９日から翌年の１月３日まで) 

＊３：月曜日から金曜日まで。ただし、「国民の祝日に関する法律」に定める休日及び乙が定める年末年始の休日（12月 29日から翌年の 1月 3日まで）を除きます。 

＊４：お客様から修理依頼の連絡をいただいてから、お客様先にお伺いし、ハードウェア修復作業を開始します。 

 

  



 3／4  2024.R0 

４．各種提供サービスの内容 

購入された装置に添付される無償保証及び保守期間一覧に記載される期間において、本サービスとして、以下の内容が適用さ

れます。 

本サービスの対象となる装置は、当社による保守サービス提供が可能な期間中の装置であり、且つ本サービス提供時に装置

の仕様に定める構成と各種条件を備えていることが必要です。 

 

４．１ オンサイト保守 

 

４．１．１ 障害部品交換作業 

障害部品交換作業は、以下の内容にて行います。 

(１) 装置に障害が発生した場合、表３．２の保守サービス提供時間に於いてお客様からの障害コールによりお客様先にお伺

いし、必要な障害修復を行います。 

(２) 障害が発生した場合、そのシステムで許される限り障害装置を切り離し、システムの稼働中に装置の修理を行います。 

(３) 障害修復を行う上で、その装置の障害状態についてサービス会社から問い合わせを行う場合があります。その際には障

害内容についてお知らせください。  

(４) 障害修復を行う場合、お客様の業務に与える影響を極力最小限にするため、お客様とご相談の上、その時に適した障害

修復を行います。 

(５) 装置によっては、稼働の情報及び運用の情報を入手し、お客様業務への影響が少ない時間帯を選び障害修復を行う場

合があります。 

(６) 装置に関するハードウェア故障を修復するために、部品の交換が適切であるとサービス員が認めた場合、部品交換を実

施するものとします。また、サービス員がハードウェア故障の修復のために適切であると認めた部品交換以外の処置をお

客様が希望しサービス会社が認めた場合、別途必要な料金を支払うものとします。 

(７) 交換用部品の在庫状況等の事情により、必要な交換用部品の手配又は調達に日時を要する場合があり、直ちに部品交

換のための作業に着手することができない場合があります。 

(８) 障害修復に於いて、交換したＨＤＤ及びＳＳＤには機密情報が入ってないものとして取り扱いします。 

(９) 障害修復に於いて、お客様のプログラム又は記録媒体などが必要な際は、使用させていただく場合があります。 

 

 

５．お客様に実施していただく事項 

システムを円滑に運用するため、お客様にて次の事項を行ってください。 

 

５．１ プログラム、データ及び設定情報のバックアップ 

装置のプログラム、データ及び設定情報を保護するためにバックアップ等の防御措置を適時行ってください。 

 

５．２ 障害発生時の対応 

(１) 他社製品併用システムの障害切り分け 

他社製品を併用したシステムについては、サービスを行うため連動されている他社製品の取り除き、あるいは分離などを

お客様にて実施いただきます。 

他社製品（回線設備を含む）を使用したシステムの障害発生時には、お客様が障害部位の切り分けを行ってください。切

り分けの結果、障害部位が他社製品の場合は、お客様からご購入先の窓口へご相談ください。なお、オンラインシステム電

気通信事業者の回線をご使用される場合、お客様にこれら電気通信事業者との連絡窓口の設置をお願い致します。 

他社製品に関わる部分については、お客様にて対応をいただくものとし、当社は何らの対応もいたしません。 

(２) 障害コール 

装置に異常が発生した場合、保守受付窓口にご連絡ください。必要に応じて以下の内容お伺いさせていただきます。 

・装置に関する情報の提供（形名、製番、周辺装置の接続有無)  

・障害に関する情報の提供（現象、LED状態） 

・ログ採取 
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５．３ サービス員作業時の対応 

(１) 作業環境の提供 

お客様先にてサービス員が作業する際、以下の対応をお願い致します。 

・施設への立ち入りの迅速な許可。 

・適切な広さの作業空間および修理に必要なシステムコンソール、部材の保管場所の無償提供。 

・備品および消耗品の使用許可。 

・当社が使用するサービス用ソフトウェア、ツールの実行を許可。 

・作業中ご担当者の立会い。 

・本サービスに必要となる電力料金及び通信等の費用はお客様の負担とします 

 

 

(２) サービス機材の搬入・搬出許可 

本サービスの提供にあたり、専用の試験機、測定器、及び治工具などを必要とします。これらを使用する場合は、装置の

設置場所への持込み及び持ち出しを致しますが、この搬入、搬出について事務手続を必要とする場合は、迅速な許可をお

願い致します。 

 

６．無償保証期間対象の本サービスの責任の範囲  

 

(１) 当社の責任は、本条件書にサービスの内容として定められた事項を誠実に実施することに限られ、本サービスの結果

について、装置のすべての問題点及び装置所定の仕様との不一致が訂正されること並びに装置が正常に作動し続けるこ

とを保証するものではありません。また、サービス対象ハードウェアの品質を保証するものではありません。 

(２) 当社は、他社製品の欠陥については責任を負いません。 

(３) 当社は、ハードウェアおよびソフトウェア障害に起因したデータ破壊については、責任を負いません。 

(４) 当社は、ハードウェアのアップグレードまたは最新リビジョンのハードウェアへの交換によりもたらされる、最新バージョ

ン以外のソフトウェアのパフォーマンスへの影響については、責任を負いません。 

(５) 当社は、本サービスに関し、損害賠償責任を含め、一切の責任を負わないものとします 

 

７．保守情報の取扱い 

(１) お客様は、当社が、本サービスの利用を通じて、対象装置の保守情報（機器構成情報、障害情報等を含み、以下総

称して「保守情報」といいます。)を採取する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。なお、お客様のシス

テムに保存されているユーザーファイル、パスワード、及びアプリケーションの使用状況に関する情報が採取されるこ

とはありません。 

(２) 当社は、前号により当社が採取した保守情報を、以下の目的で利用できるものとします。 

①  障害状況又は修復の完了確認等本サービスの遂行のため 

②  装置に関する問題解決の迅速化 

③  装置に関連するサービスの提供・改良 

④  装置又は本サービスの品質向上 

⑤  新たな製品又はサービスの開発 

        また、上記目的のうち、①及び②の目的においては、サービス会社も、前号により当社が採取した保守情報を利用で 

きるものとします。 

(３) 当社は、保守情報の漏洩、滅失又は毀損等を防止するために必要かつ適切な措置を講じるものとします。 

 

 


